
国保・年金だより
令和5年度国民健康保険税の税率改正のお知らせ 

【財政の健全化に向けて】

問　町民課　国保年金係　☎７６７-２340

　国民健康保険の運営主体は、平成30年度の都道府県単位化以降、県と市町村の共同運営となっており、市町村
では県が決定した国保事業費納付金を県に支払っていますが、主な財源は被保険者の皆様から納付していただいた
保険税となっています。
　国保事業費納付金は、市町村ごとの医療費や所得状況等を基準に算出されていますが、医療の高度化や高齢化
などの影響により年々金額が上昇しています。町ではこれまで被保険者の方々の負担を抑えるため、財政調整基金
を取り崩すなどして財源を確保していましたが、財政状況は悪化を続けています。このままでは、基金が枯渇し
大幅な歳入不足となる見込みであり、必要な医療の提供が厳しくなることも懸念されることから、令和5年度の
税率を以下のとおり改正させていただきます。
　町では被保険者の皆様が今後も安心して医療が受けられるよう、より一層の財政安定化に努めますので、税率
改正についてご理解いただきますようお願いします。

　被保険者の皆様が健康であることが最大の歳出削減となります。町では被保険者の皆様の健康保持増進のため、
特定健康診査やがん検診等の各種検診、健康づくり教室などの保健事業を実施していますので、ぜひご参加
ください。

【今後の税率の検討方法について】 

【加入状況ごとの税率改正による影響額見込み（年額）】 

　これまでの税率は、医療費の推移等を勘案しながら町独自で設定していました。しかし、平成30年度の都道
府県単位化以降は、毎年、宮城県から各市町村に対し標準保険料率が示されていますので、令和6年度以降は、
宮城県から提示される標準保険料率を参考に税率を設定することを検討していきます。 

1. 均等割額は、加入者1人当たりの金額となります。
2. 平等割額は、1世帯当たりの金額となります。
3. 世帯主（本人は加入していない擬制世帯主も含む）と加入者全員の合計所得金額に応じて、均等割および平等割が軽減
される制度があります。
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所得　なし
加入者数　1人（介護該当）

所得　130万円
加入者数　1人（介護該当）

所得　180万円
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所得区分・ 加入者数など 現行税率による税額 改正後の税率による税額 比　較　増　減
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